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                                         経理課 契約適正化 

令和 5 年 四国森林管理局 造林・収穫事業の発注予定情報に係る説明会 資料 

 

１，全省庁統一資格申請について 

  

 各省庁における物品の製造、販売等に係る一般競争（指名競争）の入札に参加するには「全省 

庁統一資格」が必要です。  

資格については、該当する競争参加地域のうち、希望する地域ごとに所在する各省庁の全調達機

関において有効な入札参加資格です。 

 令和０４・０５・０６年度に有効な資格の審査申請については、令和 4 年 1 月にすでに終了していま

すが、受付期間内に申請をしていない事業体や、これから資格申請を行いたい事業体の方は随時受

付をしています。 

受付期間は令和7年 3月 7日（金）までとなっていますので、令和 6 年度からの入札等へ参加希望

の事業体の方は申請をお願いいたします。 

（インターネットでの申請のほか、郵送・持参でも受け付けています。） 

詳しくは四国森林管理局ホームページ内でもお知らせしています。 （別紙１参照）。 

 

 

２，造林・素材生産事業に係る競争参加資格に関する事項等の一部改正について 

  

 現場代理人の入札参加資格要件を緩和し入札参加を促す観点から、これまでの現場代理人、現場

代理人補助者の実績がなくても要件を満たせば現場代理人として入札参加資格を満たすことに改正

し、令和５年 11 月 1 日以降より適用しています。 

現行では、「同種の事業である「造林事業」又は「素材生産事業」に 1 回以上従事した年が 3 年以上

あり・・・」としていましたが、改正後は、「技術者の資格等のいずれかを有していることとし、 

「技術士（森林部門）、林業技士、フォレストリーダー、フォレストマネージャー、フォレストワーカー（林

業作業士）の資格」または、「低コスト作業路網企画者（技術者）養成研修、森林作業道オペレーター研

修、高度架線技能者育成研修の履修者」なお、上記の資格等を有していない場合、当該事業と同種の

事業に従事した年が 3 年以上あり、・・・」と改正していますのでお知らせします。 

なお、改正の現行及び改正後については（別紙２（新旧対照表））のとおりです。 

見直しに伴い様式の一部も改正していますので、四国森林管理局ホームページでご確認ください。 
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別紙１ 

 

四国森林管理局ホームページより 
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                                                                                      別紙２ 

 
「競争契約参加資格に関する事項」新旧対照表    令和5年11月1日以降より適用 

改 正 後 現 行 
造林・素材生産事業に係る競争契約参加資格に関する事項 

 

造林・素材生産事業に係る競争契約参加資格に関する事項 

 

  

 

 当該事業に配置を予定する技術者(現場代理人）にあっては、入札参加者

が直接雇用する技術者であるとともに、技術者の次の資格等のいずれかを有

していること。 

「技術士（森林部門）、林業技士、フォレストリーダー、フォレストマネ

ージャー、フォレストワーカー（林業作業士）の資格」または、「低コスト

作業路企画者（技術者）養成研修、森林作業道作設オペレーター研修、高度

架線技能者育成研修の履修者」。 

なお、上記の資格等を有していない場合、当該事業と同種の事業に従事し

た年が３年以上あり、事業の適正な実施が見込める者であること。 

 

 

 

 

当該事業に配置を予定する技術者(現場代理人）にあっては、入札参加

者が直接雇用する技術者であるとともに、同種の事業である「造林事業」

又は「素材生産事業」に１回以上従事した年が３年以上あり、事業の適

正な実施が見込める者であること。 
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